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Road of
Nagano 道路の維持管理

■道路の管理
県内にある13の建設事務所の職員が黄色いパトロールカーで
巡回して、道路の安全管理や不法占用などの取締りをしていま
す。
また、道路情報板の表示によって交通事故防止の啓発や、自動
車等利用者の案内等を行っています。

■道路の維持
建設事務所では道路を建設整備する他に、常に道路を良好な状況にしておくための維持管理を行っています。

■舗装補修
県管理道路の約98％が舗装されていますが、約5,000kmにも及ぶ舗装の維持管理は重要な課題の一つです。
交通量の増加、車両の大型化、冬期の凍上などにより舗装の損傷が進んでおり、限られた財源で舗装の維持修繕を効率的に進めるこ
とが重要となっています。
このため、毎年路面性状調査により路面状態の把握と分析を行い、計画的で適切な舗装修繕に役立てています。

県が保有する道路管理用の機械
機械名 台数

パトロールカー 43
路面清掃車 13
排水管清掃車 2
側溝清掃車 3
作業車 29
橋梁点検車等 5
草刈専用車 19

（注）令和４年４月現在

〔路面清掃状況〕 〔側溝清掃状況〕

◆県管理道路のMCI 水準� 令和５年３月 31 日現在

水準１ 水準２ 水準３ 合計
道路延長 872km 1,735km 1,953km 4,560km
全体に占める割合 19％ 38％ 43％ 100％
＜水準１＞ＭＣＩ５以上・・・望ましい管理水準
＜水準２＞ＭＣＩ３～５・・・修繕を行うのが望ましい
＜水準３＞ＭＣＩ３以下・・・早急に修繕が必要
ＭＣＩとは：ひび割れ率、わだち掘れ及び平坦性から算出され、�
０～10の範囲で数値が大きいほど良好である。

路面性状測定車


